
【図表資-5-145】姶良・伊佐保健医療圏 救急医療の医療連携体制図

［県保健医療福祉課作成］



【図表資-5-146】姶良・伊佐保健医療圏 救急医療の医療機能基準

［県保健医療福祉課作成］

【図表資-5-147】姶良・伊佐保健医療圏 救急医療の医療機能基準

【病院前救護】
住民等により，適切な救急蘇生法及び速やかな救急搬送要請が実施できる。
救急救命士等による適切な活動及び医療機関への直接搬送を行う。

【初期救急医療】
休日又は夜間における比較的軽症な疾病，外傷等の救急患者に対応できると
同時に，必要に応じて二次救急医療機関への搬送ができる。

【二次救急医療】
休日又は夜間における入院治療を必要とする重症患者に対応できる。
初期救急医療機関からの紹介及び救急搬送による患者の診療を行う。

【三次救急医療】
２４時間診療体制で，重篤救急患者に対応できる。

［姶良・伊佐地域振興局作成］


